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規 則

高知県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年 3 月31日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第18号

高知県税規則の一部を改正する規則

高知県税規則（昭和33年高知県規則第11号）の一部を次のよう

に改正する。

第24条中「すべての」を「全ての」に改める。

第63条中「並びに第73条の 3 第 3 項第 1 号及び第 2 号」を「、

第73条の 3 第 3 項第 1 号及び第 2 号並びに第73条の 6 」に改め、

「、同条第 4 項及び第73条の 5 第 2 項中「前項」とあるのは「第

63条において読み替えて準用する前項」と、第73条の 3 第 5 項中

「第 3 項」とあるのは「第63条において読み替えて準用する第 3 

項」と、同条第 6 項中「第 3 項又は前項」とあるのは「第63条に

おいて読み替えて準用する第 3 項又は前項」と、第73条の 4 第 2 

項中「前項」とあるのは「第63条において準用する前項」と」を

削り、「前項」とあるのは「第63条において準用する前項」と、

「自動車税額」とあるのは「自動車取得税額」と、第73条の 6 中

「前条第 3 項」とあるのは「第63条において読み替えて準用する

前条第 3 項」と、「自動車税」とあるのは「自動車取得税」と、

第73条の 7 中」を「自動車税額」とあるのは「自動車取得税額」

と、「次条」とあるのは「第63条において読み替えて準用する第

73条の 6 」と、第73条の 7 中「前条」とあるのは「第63条におい

て読み替えて準用する第73条の 6 」と、「次条第 2 項」とあるの

は「第63条において準用する第73条の 8 第 2 項」と、」に、「第

63条において読み替えて準用する第73条の 4 第 2 項」と、第73条

の 8 第 2 項中「前項ただし書」とあるのは「第63条において準用

する前項ただし書」を「第63条において準用する第73条の 4 第 2 

項」に改める。

第67条第 2 項第 2 号中「障害者自立支援法施行令」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」

に改める。

第69条第 1 項及び第 2 項中「車いす」を「車椅子」に改める。

第73条の 5 第 1 項中「報告書」を「報告書兼還付請求書」に改

め、同項に次のただし書を加える。

ただし、取扱人の指定を取り消され、又は当該業務を廃止し

たときは、速やかに報告書兼還付請求書を提出しなければなら

ない。

第73条の 5 第 2 項中「報告書」を「報告書兼還付請求書」に改

め、同条第 3 項中「報告された」を「提出された報告書兼還付請

求書に基づき、」に、「金額を、当該報告の後、始動票札の交付

の際に当該始動票札の額面金額から控除することにより」を「金

額から当該金額に係る次条に規定する収納計器取扱手数料に相当

する金額を控除した額を」に改め、同項ただし書を削る。

第73条の 6 中「前条第 3 項の規定により」を「当該年度に交付

される」に、「額面金額から」を「額面金額の総額から当該年度

の」に改め、「（以下「有効表示金額」という。）」を削る。

第73条の 7 中「有効表示金額から収納計器取扱手数料」を「始

動票札の額面金額から前条に規定する収納計器取扱手数料（次条

第 2 項において「収納計器取扱手数料」という。）」に改める。

第73条の 8 第 2 項中「額面金額から返還等の時の表示金額（誤

表示に係る金額を除く。以下同じ。）及び当該始動票札について

交付した取扱手数料相当額（返還等の時の表示金額に対応する取

扱手数料に相当する金額を除く。）」を「残額から当該残額に係

る収納計器取扱手数料に相当する金額」に改める。

第76条の 2 第 4 項第 1 号中「財団法人日本自動車査定協会」を

「一般財団法人日本自動車査定協会」に改める。

第77条第 2 項中「車いす」を「車椅子」に改める。

別表備考中「すべての」を「全ての」に改める。

別記第68号様式の 2 （裏面）注 5 中「地方税法施行令附則第 7 

条第19項第 3 号」を「高齢者等居住安定化推進事業のうちサービ

ス付き高齢者向け住宅（高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業に

より建設されたものを除きます。）の整備を行う事業に係る補助

又はサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方

公共団体」に改める。

別記第69号様式注を削る。

別記第119号様式の 9 及び別記第119号様式の10を次のとおり改

める。
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別記第122号様式の 2 を次のように改める。
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別記第123号様式の 2 中「車いす」を「車椅子」に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県税規則別記様式（別記第119

号様式の 9 及び別記第119号様式の10を除く。）は、この規則

による改正後の高知県税規則の規定にかかわらず、残品の限度

で使用することができる。
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